
 

 該当頁 誤 正 
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２２２２ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員  （略）   また，市町の審議会等委員の  うち女性委員の占める割合は，  平成 24（2012）年 4月 1日現在  で 24.9％となっています。  （市町の審議会等委員の状況に  ついては 70ページ参照） 
２２２２ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員  （略）   また，市町の審議会等委員の  うち女性委員の占める割合は，  平成 24（2012）年 4月 1日現在  で 25.0％となっています。  （市町の審議会等委員の状況に  ついては 70ページ参照） 

（注） 県は 6 月 1 日現在     市町は 4 月 1 日現在 （ただし，平成 14(2002)年・平成 15(2003)年は 3 月 31 日現在）     平成 24（2012）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 24（2012）年度内に公表見込 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，    広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ    

審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町）））） 
2 8 . 42 8 . 42 8 . 42 8 . 42 2 . 32 2 . 32 2 . 32 2 . 3 2 8 . 72 8 . 72 8 . 72 8 . 72 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 22 6 . 22 6 . 22 6 . 22 3 . 32 3 . 32 3 . 32 3 . 3 2 9 . 72 9 . 72 9 . 72 9 . 72 4 . 02 4 . 02 4 . 02 4 . 02 2 . 12 2 . 12 2 . 12 2 . 1 2 2 . 62 2 . 62 2 . 62 2 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 6 2 4 . 62 4 . 62 4 . 62 4 . 6 2 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 92 0 . 42 0 . 42 0 . 42 0 . 4
3 4 . 73 4 . 73 4 . 73 4 . 73 6 . 03 6 . 03 6 . 03 6 . 03 4 . 93 4 . 93 4 . 93 4 . 93 3 . 23 3 . 23 3 . 23 3 . 23 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 0 . 43 0 . 43 0 . 43 0 . 42 9 . 52 9 . 52 9 . 52 9 . 52 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 42 8 . 42 8 . 42 8 . 42 7 . 72 7 . 72 7 . 72 7 . 72 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 4 2 4 . 92 4 . 62 4 . 72 4 . 12 3 . 72 3 . 02 3 . 32 2 . 82 0 . 51 8 . 71 8 . 01 5 . 51 4 . 61 3 . 4

3 4 . 63 3 . 93 3 . 13 2 . 63 2 . 63 1 . 32 9 . 82 8 . 32 6 . 62 2 . 72 0 . 51 8 . 8 2 4 . 9
1 0
2 0
3 0

平 成 11( 1 99 9 ) 1 2(2 0 00 ) 1 3( 20 0 1) 14( 2 00 2 ) 1 5(2 0 03 ) 1 6( 20 0 4) 17( 2 00 5 ) 1 8(2 0 06 ) 1 9( 20 07 ) 2 0( 20 0 8) 21( 2 00 9 ) 2 2(2 0 10 ) 2 3( 20 1 1) 2 4年(2 01 2 )

県県 (5審 議 会 を 除 く 。 )県 内 市 町全 都 道 府 県（ ％ ）

（注） 県は 6 月 1 日現在     市町は 4 月 1 日現在 （ただし，平成 14(2002)年・平成 15(2003)年は 3 月 31 日現在）     平成 24（2012）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 24（2012）年度内に公表見込 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，    広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ    

審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町）））） 
2 8 . 42 8 . 42 8 . 42 8 . 42 2 . 32 2 . 32 2 . 32 2 . 3 2 8 . 72 8 . 72 8 . 72 8 . 72 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 62 6 . 22 6 . 22 6 . 22 6 . 22 3 . 32 3 . 32 3 . 32 3 . 3 2 9 . 72 9 . 72 9 . 72 9 . 72 4 . 02 4 . 02 4 . 02 4 . 02 2 . 12 2 . 12 2 . 12 2 . 1 2 2 . 62 2 . 62 2 . 62 2 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 62 0 . 6 2 4 . 62 4 . 62 4 . 62 4 . 6 2 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 92 0 . 42 0 . 42 0 . 42 0 . 4
3 4 . 73 4 . 73 4 . 73 4 . 73 6 . 03 6 . 03 6 . 03 6 . 03 4 . 93 4 . 93 4 . 93 4 . 93 3 . 23 3 . 23 3 . 23 3 . 23 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 2 . 53 0 . 43 0 . 43 0 . 43 0 . 42 9 . 52 9 . 52 9 . 52 9 . 52 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 92 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 82 8 . 42 8 . 42 8 . 42 8 . 42 7 . 72 7 . 72 7 . 72 7 . 72 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 42 5 . 4 2 5 . 02 4 . 62 4 . 72 4 . 12 3 . 72 3 . 02 3 . 32 2 . 82 0 . 51 8 . 71 8 . 01 5 . 51 4 . 61 3 . 4

3 4 . 63 3 . 93 3 . 13 2 . 63 2 . 63 1 . 32 9 . 82 8 . 32 6 . 62 2 . 72 0 . 51 8 . 8 2 4 . 9
1 0
2 0
3 0

平 成 11( 1 99 9 ) 1 2(2 0 00 ) 1 3( 20 0 1) 14( 2 00 2 ) 1 5(2 0 03 ) 1 6( 20 0 4) 17( 2 00 5 ) 1 8(2 0 06 ) 1 9( 20 07 ) 2 0( 20 0 8) 21( 2 00 9 ) 2 2(2 0 10 ) 2 3( 20 1 1) 2 4年(2 01 2 )

県県 (5審 議 会を 除 く 。 )県 内 市 町全 都 道 府 県（ ％ ）

平成平成平成平成 22224444（（（（2222000011112222））））年版年版年版年版広島県広島県広島県広島県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関すすすするるるる年次報告年次報告年次報告年次報告    正誤表正誤表正誤表正誤表    



平成 24(2012)年版広島県の男女共同参画に関する年次報告 正誤表 該当頁 誤 正 こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性にににに関関関関するするするする相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等のののの推移推移推移推移    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性にににに関関関関するするするする相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等のののの推移推移推移推移    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    １１１１    相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等          １１１１    相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等     ｐ２１ 
 こども家庭センター等における相談件数等の状況（平成 23（2011）年度） 区 分 件 数 （件） 割 合（%） 区 分 件  数（件） 割   合（%） 面接相談 2,364（2,178） － 一時保護 135135135135（124） － 
 うち暴力逃避 1,156 （959） 48.9（44.0）  

 うちDV  98  98  98  98 （84） 72.672.672.672.6(67.7) 電話相談 4,335（4,339） －  

 うち暴力逃避 2,157（2,072） 49.8（47.8）  相談合計 6,699（6,517） － 
 うち暴力逃避 3,313（3,031） 49.5（46.5）  

     
 こども家庭センター等における相談件数等の状況（平成 23（2011）年度） 区 分 件 数 （件） 割 合（%） 区 分 件  数（件） 割   合（%） 面接相談 2,364（2,178） － 一時保護 117117117117（124） － 
 うち暴力逃避 1,156 （959） 48.9（44.0）  

 うちDV     80808080 （84） 68.468.468.468.4(67.7) 電話相談 4,335（4,339） － 
 うち暴力逃避 2,157（2,072） 49.8（47.8） 相談合計 6,699（6,517） － 
 うち暴力逃避 3,313（3,031） 49.5（46.5）       

 

4,428 5,097 4,3391,337 1,345 1,978 2,065 2,178 2,3644,3352,5332,401 8080808084993736 11053 59 164 165 124 1171171171173,878 6,406 7,162 6,517 6,6993,738
02,0004,0006,0008,000

平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 22(2011） 23年度(2011) 0100200300400500面接相談電話相談一時保護件数一時保護のうち，DV件数(相談件数：件) (一時保護件数：件)
4,428 5,097 4,3391,337 1,345 1,978 2,065 2,178 2,3644,3352,5332,401 9898989884993736 11053 59 164 165 124 1351351351353,878 6,406 7,162 6,517 6,6993,738

02,0004,0006,0008,000
平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 22(2011） 23年度(2011) 0100200300400500面接相談電話相談一時保護件数一時保護のうち，DV件数(相談件数：件) (一時保護件数：件)

（略） また，一時保護は 135135135135件件件件で，前 年度より 11111111件件件件（（（（8888.9.9.9.9％）％）％）％）増加増加増加増加してお り，そのうちＤＶ（ドメスティッ ク・バイオレンス。43ページ参照） に関するものは 98989898件件件件で 72.672.672.672.6％％％％を 占めています。 
 

（略） また，一時保護は 111117171717件件件件で，前年度より 7777件件件件（（（（5.65.65.65.6％）％）％）％）減少減少減少減少してお り，そのうちＤＶ（ドメスティッ ク・バイオレンス。43ページ参照） に関するものは 80808080件件件件で 68686868....4444％％％％を 占めています。 
 

（注）女性に関する相談：売春防止法による女性相談及び DV 防止法による配偶者等の暴力相談。男性からの DV相談を含む。 括弧内は前年同期 資料：広島県健康福祉局調べ （注）女性に関する相談：売春防止法による女性相談及び DV 防止法による配偶者等の暴力相談。男性からの DV相談を含む。 括弧内は前年同期 資料：広島県健康福祉局調べ 



平成 24(2012)年版広島県の男女共同参画に関する年次報告 正誤表 該当頁 誤 正 
ｐ４３ 

２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進  （略）  （１）配偶者等からの暴力を防止し，被害者を保護するための取組の推進  （略） 
  ＜＜＜＜こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける相談状況相談状況相談状況相談状況＞＞＞＞    項   目 件   数 相談受付件数 1,141 件 一時保護件数    98 98 98 98 件件件件  

２ 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進  （略）  （１）配偶者等からの暴力を防止し，被害者を保護するための取組の推進  （略） 
  ＜＜＜＜こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける相談状況相談状況相談状況相談状況＞＞＞＞    項   目 件   数 相談受付件数 1,141 件 一時保護件数    88880000    件件件件  

 



平成平成平成平成24242424（（（（2012201220122012））））年版広島県年版広島県年版広島県年版広島県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする年次報告年次報告年次報告年次報告　　　　正誤表正誤表正誤表正誤表該当頁 （３）市町の審議会等委員の状況 （３）市町の審議会等委員の状況ｐ68
２２２２　　　　市町市町市町市町におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの状況状況状況状況のののの推移推移推移推移 ２２２２　　　　市町市町市町市町におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの状況状況状況状況のののの推移推移推移推移誤 正

65.4 73.1 75.3 77.2 78.6 79.7 79.5
13.4 18.7 20.5 22.8 23.3 23.0 23.7 24.1 24.7 24.6

84.484.384.2 84.9
25.002040

6080100
平成11（1999） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22（2010） 23（2011） 24年（2012）

（％） 女性が参画している審議会等数の割合委員数に占める女性の割合 （注）各年4月1日現在 　　（ただし，平成15（2003）年 　　　は3月31日現在） 資料：人権男女共同参画課調べ
65.4 73.1 75.3 77.2 78.6 79.7 79.5
13.4 18.7 20.5 22.8 23.3 23.0 23.7 24.1 24.7 24.6

85.084.484.384.2
24.902040

6080100
平成11（1999） 15（2003） 16（2004） 17（2005） 18（2006） 19（2007） 20（2008） 21（2009） 22（2010） 23（2011） 24年（2012）

（％） 女性が参画している審議会等数の割合委員数に占める女性の割合 （注）各年4月1日現在 　　（ただし，平成15（2003）年 　　　は3月31日現在） 資料：人権男女共同参画課調べ



平成平成平成平成24242424（（（（2012201220122012））））年版広島県年版広島県年版広島県年版広島県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする年次報告年次報告年次報告年次報告　　　　正誤表正誤表正誤表正誤表該当頁 ４  ４  ４  ４  市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの状況状況状況状況 ４  ４  ４  ４  市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの状況状況状況状況平成24(2012)年4月1日現在 平成24(2012)年4月1日現在割合 総数 女性委員 割合 割合 総数 女性委員 割合(％) (人) (人) (％) (％) (人) (人) (％)広 島 市 45 45 100.0 963 289 30.0 広 島 市 45 45 100.0 963 289 30.0呉 市 40 34 85.0 683 156 22.8 呉 市 40 34 85.0 683 156 22.8竹 原 市 22 18 81.8 297 66 22.2 竹 原 市 22 18 81.8 297 66 22.2三 原 市 34 31 91.2 545 127 23.3 三 原 市 34 31 91.2 545 127 23.3尾 道 市 35 27 77.1 555 143 25.8 尾 道 市 35 27 77.1 555 143 25.8福 山 市 53 49 92.5 1,026 238 23.2 福 山 市 53 49 92.5 1,026 238 23.2府 中 市 31 24 77.4 451 110 24.4 府 中 市 32 25 78.1 460 113 24.6三 次 市 21 19 90.5 357 97 27.2 三 次 市 21 19 90.5 357 97 27.2庄 原 市 29 24 82.8 477 130 27.3 庄 原 市 29 24 82.8 477 130 27.3大 竹 市 23 17 73.9 260 42 16.2 大 竹 市 23 17 73.9 260 42 16.2東 広 島 市 34 32 94.1 525 146 27.8 東 広 島 市 34 32 94.1 525 140 26.7廿 日 市 市 28 27 96.4 444 90 20.3 廿 日 市 市 28 27 96.4 444 90 20.3安芸高田市 18 17 94.4 391 139 35.5 安芸高田市 18 17 94.4 391 139 35.5江 田 島 市 34 29 85.3 429 75 17.5 江 田 島 市 34 29 85.3 429 75 17.5市市市市 計計計計 447447447447 393393393393 87.987.987.987.9 7,4037,4037,4037,403 1,8481,8481,8481,848 25.025.025.025.0 市市市市 計計計計 448448448448 394394394394 87.987.987.987.9 7,4127,4127,4127,412 1,8451,8451,8451,845 24.924.924.924.9府 中 町 26 20 76.9 293 96 32.8 府 中 町 26 20 76.9 293 96 32.8海 田 町 17 14 82.4 177 34 19.2 海 田 町 17 14 82.4 177 34 19.2熊 野 町 9 7 77.8 96 24 25.0 熊 野 町 9 7 77.8 96 24 25.0坂 町 21 14 66.7 285 73 25.6 坂 町 21 14 66.7 285 73 25.6安芸太田町 11 11 100.0 143 37 25.9 安芸太田町 11 11 100.0 143 37 25.9北 広 島 町 13 12 92.3 204 58 28.4 北 広 島 町 13 12 92.3 204 58 28.4大崎上島町 17 13 76.5 187 47 25.1 大崎上島町 17 13 76.5 187 47 25.1世 羅 町 26 17 65.4 325 74 22.8 世 羅 町 26 17 65.4 325 74 22.8神石高原町 10 6 60.0 123 15 12.2 神石高原町 10 6 60.0 123 15 12.2町町町町 計計計計 150150150150 114114114114 76.076.076.076.0 1,8331,8331,8331,833 458458458458 25.025.025.025.0 町町町町 計計計計 150150150150 114114114114 76.076.076.076.0 1,8331,8331,8331,833 458458458458 25.025.025.025.0市市市市 町町町町 計計計計 597597597597 507507507507 84.984.984.984.9 9,2369,2369,2369,236 2,3062,3062,3062,306 25.025.025.025.0 市市市市 町町町町 計計計計 598598598598 508508508508 84.984.984.984.9 9,2459,2459,2459,245 2,3032,3032,3032,303 24.924.924.924.9広域 三 原 市 1 1 100.0 6 1 16.7 広域 三 原 市 1 1 100.0 6 1 16.7(注) 広広広広 域域域域 計計計計 1111 1111 100.0100.0100.0100.0 6666 1111 16.716.716.716.7 (注) 広広広広 域域域域 計計計計 1111 1111 100.0100.0100.0100.0 6666 1111 16.716.716.716.7598598598598 508508508508 84.984.984.984.9 9,2429,2429,2429,242 2,3072,3072,3072,307 25.025.025.025.0 599599599599 509509509509 85.085.085.085.0 9,2519,2519,2519,251 2,3042,3042,3042,304 24.924.924.924.9

誤 正

ｐ70

総数（（（（2222））））附属機関及附属機関及附属機関及附属機関及びそのびそのびそのびその他法律他法律他法律他法律・・・・条例条例条例条例によりによりによりにより設置設置設置設置されたされたされたされた     審議会     審議会     審議会     審議会，，，，委員会等委員会等委員会等委員会等市 町 名 審議会等数 委員数女性の参画有 （（（（2222））））附属機関及附属機関及附属機関及附属機関及びそのびそのびそのびその他法律他法律他法律他法律・・・・条例条例条例条例によりによりによりにより設置設置設置設置されたされたされたされた     審議会     審議会     審議会     審議会，，，，委員会等委員会等委員会等委員会等女性の参画有 委員数市　町市 町 名 審議会等数総数市　町

合合合合 計計計計合合合合 計計計計 （注）広域：複数の市町を含む広域の審議会については，当該審議会の            事務局が所在する市において全委員分をまとめています。（注）広域：複数の市町を含む広域の審議会については，当該審議会の            事務局が所在する市において全委員分をまとめています。


